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第２期赤井川村創生総合戦略 

（令和６年度実績検証・評価） 
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１ 総合戦略の検証・評価 

総合戦略では、３つの基本目標を定め、各基本目標に対応する基本的方

向性に沿って３０の数値目標を設定し、施策を推進することとしています。 

令和 6 年度末における数値目標、各施策のＫＰＩ（重要業績評価指標）

に対する事業の進捗状況について、総合戦略検証委員会にて検証・評価を

行いましたので公表します。 

 

【検証委員会における評価コメント（案）】 

 総合戦略で定める３つの基本目標から、達成率の高いもの・達成率の低い

ものを何点か挙げて評価コメントとする。 

人口については、リゾートスタッフとして居住する外国人住民の転入が増

加しており、村の人口構造において生産労働人口比率が高くなっている。 

まず、「１．子どもを生み育てたいという希望をかなえるとともに、将来

を担う人材を育てる」について。 

子育て世帯(18 歳未満)の移住世帯数については、令和 3 年度からの累計

で１１世帯となっており、札樽圏に隣接する地理的状況や新規就農施策をは

じめ、保育料、学校給食費の無償化など複合的要素が影響しているものと考

えられる。 

次に、「２．住みたいと思える環境を整え、人を呼び込むとともに関係人

口を増やす」について。 

令和４年４月から「むらバス」の運行を開始し、公共交通運行エリアも

拡大し、令和６年度の実績で基準値より 127.2%となっており、目標値を

すでに超えている。延べ乗車数の面でも２８，１５７人(前年比約 1.4 倍)

と地域でデザインする公共交通がバス利用者の大幅増に繋がっている。ま

た、移住定住支援事業による住宅建設戸数（平成 27 年度からの累計）は

1２６.７％と目標値を達成しており、定住促進に大きく寄与する施策と評

価できる。 

また、IoT 等先端技術の導入に関しても、農業生産における省力化、公共

交通利便性向上に寄与する取り組みと言える。 

ほか、特定保健指導の実施率の達成率は前年と比較し 30％以上の大幅な

改善が見られ、生活習慣病の発症や重症化を予防し、住民の健康寿命の延



4 

伸に大きく貢献するものと思われる。 

企業版ふるさと納税制度の活用により、様々な最新設備が搭載された高

規格救急車が導入され、令和 4 年度から救命士運用が開始された。地域住

民の救急搬送への安心感の高まりはもとより、赤井川村を訪れる観光客の

安心にもつながり、観光客の増加に繋がることを期待したい。 

最後に、「農業と観光・リゾートを柱とした力強い産業と雇用の場をつく

る」について。 

ふるさと納税協力事業者数は目標値の 1７５.０％、特産品開発件数につ

いては村の助成制度も活用され、１，６００%と高い達成率となっている。

村内事業者からも、ふるさと納税に対する関心の高さが伺える結果となっ

た。ふるさと納税は、令和 3 年度をピークに減少傾向を見せているが、地

域経済にも大きく影響を与えることからもなお一層の PR が重要である。 

新規就農相談件数は達成率２４０％となっており、令和２年度より受入

施策を新たに展開していること、営農実習支援金制度の実施や現地説明会

を行い新規就農者の確保を行っている。一方、地域農業者からは住宅確保

に関する要望もあることから、令和 5 年 4 月より、村有住宅 2 戸を改修

し新規就農促進施設とすることで、新規就農研修生や農業従事者の住宅と

して利用されている。また、前年度と比較し、観光客数が若干減少してい

る。今後、国内外からの観光客数増加及び地域経済の循環に寄与する小さ

な企業誘致などの取り組みに期待したい。 

終わりに、令和 5 年度事業として、カルデラ温泉施設におけるエネルギ

ー転換と隣接する指定避難所である村体育館での排湯熱利用による補助

暖房導入された。令和７年度には、役場庁舎改修が実施され、「地中熱」や

「太陽光」を活用し、Nearly ZEB を達成目標する予定であったが、建設

費高騰の近年の社会情勢により、役場庁舎改修は行われていない。今後、

都小学校跡地への再生エネルギー導入など当村のゼロカーボンが推進さ

れることを期待する。 
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２．戦略の基本事項 

（１）．戦略の構成 

本戦略の構成は、次のとおりとします。 
 

◆「戦略の柱」 

人口減少対策の柱となる「戦略の柱」を設定します。 

◆「基本的方向」と「数値目標」 

「戦略の柱」ごとに、基本的な方向性を示した「基本的方向」と

具体的な「数値目標」を記載します。 

◆「主な取り組み」 

「基本的方向と」と「数値目標」に基づいて実施する「主な

取り組み」を記載します。 

◆「主要施策」と「ＫＰＩ」 

「主な取り組み」ごとに、「主要施策」と「ＫＰＩ」を記載し

ます。 

 

 

（２）．計画期間 

本村ではこれまで、総合計画と総合戦略の計画期間が１年ずれ

ていることで、両計画の整合の確保等に問題がみられる状況にあ

りましたが、両計画の計画期間を合わせるため、第１期総合戦略の

計画期間を１年延長（平成 27 年度～令和元年度の５年間を、平成

27 年度～令和２年度までの６年間に延長）しました。 

このことにより、本戦略の計画期間は、総合計画後期基本計画と

同じ令和３年度から７年度までの５年間となり、策定・実行・検証

等を一体的・効果的に行えるようになっています。 
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（３）．戦略の推進管理 

本戦略では、「戦略の柱」ごとに数値目標を、「主な取り組み」ご

とにＫＰＩを設定するとともに、検証・改善を図るための仕組みと

して、ＰＤＣＡサイクル※1を運用します。 

このＰＤＣＡサイクルの運用により、また、社会環境の変化や村

の財政状況等も十分に考慮しながら、必要に応じて本戦略の見直

しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         
※1 計画（Plan）→実行（Do）→検証（Check）→改善（Action）という４段階の活動を繰り返し行う

ことで、継続的に業務プロセスを改善していく手法。 

第１期総合戦略（６年間） 

 

    平成 27 28 29 30 令和 1 2  3  4  5  6  7 年度 
（2015）                      

（2025） 

基本構想（10 年間） 

前期基本計画（５年間） 

 

第２期総合戦略（５年間） 

総合計画 

基本構想 

総合戦略 

総合計画 
基本計画 

後期基本計画（５年間） 

ＰＤＣＡサイクル 

Plan 
【計画】 

Check 
【検証】 

ＰＤＣＡサイクル Action 
【改善】 

Do 
【実行】 
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（４）．ＳＤＧｓへの対応 

平成 27 年の国連サミットにおいて、ＳＤＧｓ（エス・ディ・ジー

ズ）※2が採択され、世界各国が協調し、共通目標の達成に向けた取り

組みが進められています。 

本戦略の推進に当たっても、このＳＤＧｓの理念を踏まえながら、

各種施策を推進していくこととします。 

 

ＳＤＧｓの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３－２．観光・リゾート機能の強化 
３－３．起業・新産業開発等の支援と雇用対策の推進 

  

                         
※2 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年

の 15 年間で達成するために掲げた目標で、17 の大きな目標と、それらを達成するための具体的な 169 の

ターゲットで構成されている。 
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１．子どもを生み育てたいという希望をかなえ

るとともに、将来を担う人材を育てる 

【基本的方向】 

安心して子どもを生み育てたいと思う人々の希望をかなえるとともに、

子どもが将来担う人材としてたくましく成長することができるよう、子

育て支援体制の充実と子どもの教育体制の充実に向けた施策を推進しま

す。 

【数値目標】 

目標名 単位 基準値 実績値 目標値 

18 歳未満の人口比率 
【達成率  65.0％】 

％ 
13.9 

（令和元年度） 

 
9.03 

（令和 6 年度） 

 

13.9 
（令和７年度） 

【主な取り組み】 

１－１．子育て支援体制の充実 
 
  

【主要施策（後期基本計画より）】 

■地域における子育て支援の充実 
○ ０～1 歳児の保育など就労形態・家族形態の変化等により多様化する保育ニー

ズに対応し、保育サービスの充実を検討します。 

○ 一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業などの子育て支援サービスの充実を

図るとともに、放課後子ども教室の開催による放課後児童対策を推進します。 

○ 乳幼児を持つ親同士が情報を共有し、互いに支援し合うネットワークづくりを

進めます。 

○ 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、保育料の無料化や中学３年生まで

の医療費の全額助成をはじめ、各種の経済的支援を行います。 

■次代の親の育成に向けた取り組みの推進 
○ 学校教育や広報活動等を通じ、子育ての楽しさや男女が協力して家庭を築くこ

となど、子どもを生み育てることの意義についての啓発・教育を推進します。 

■子育てを支援する生活環境の整備 
○ 子どもと保護者が安全・安心・快適な生活を送れるよう、交通被害や犯罪被害か

らの保護、良質な住環境の確保、遊び場づくりなどに向けた取り組みを推進しま

す。 
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■支援を必要とする子どもなどへの取り組みの推進 
○ 児童虐待防止対策の充実をはじめ、ひとり親家庭等の自立支援の推進、障がい児

支援の充実、外国人幼児への支援など、支援を必要とする子どもと家庭に対する取

り組みを推進します。 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

子育て世帯（18歳未満の
子どもがいる世帯）の移

住数 
【達成率  275.0 ％】 

世帯 
２ 

（令和元年度） 

 
１１  

（令和 3～6 年度） 

４ 
（令和３年度～

令和７年度） 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇保育ニーズへの対応 

現状の保育所職員数では難しい点もあるが、国のこども施策に関する動向に注

視し、保護者ニーズを少しでも満たす保育所運営を検討していく。 

 〇子育て世帯への経済的支援 

多子世帯保育料軽減、へき地保育所保育料、小中学校の給食費の無償化、０歳

児から中学３年生までの医療費の全額助成を継続をしている。 
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【主な取り組み】 

１－２．子どもの教育体制の充実 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■就学前幼児への教育支援 
○ 読み聞かせ用の絵本など、優良図書の提供を拡充します。 

○ 保育所・小学校・保健担当・教育委員会などが連携した就学支援を推進します。 

○ 特別支援教育については、発達段階に応じた個別の指導計画
※3

や教育支援計画
※4

を策定し、就学期間中の対応を充実させます。 

■赤井川村学校教育目標の達成に向けた取り組みの推進 
○ 赤井川村学校教育目標を達成するため、各学校目標や経営方針に沿って点検・評

価を加えながら、チーム赤井川として地域に根ざした教育を推進します。 

■子どもたちの学びを支える教育の推進 
○ 「主体的・対話的で深い学び

※5
」の視点に立った授業づくりを推進します。 

○ 子ども一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた適切な支援を推進します。 

○ 保護者や関係機関と連携のとれた特別支援教育を推進します。 

○ グローバル
※6

化や高度情報化、技術革新の進展などこれからの社会の中で活躍

できる人材を育成するため、外国語教育や国際交流、ＩＣＴ
※7

教育を推進します。 

○ 教職員のスキルアップを図るため、研修・研究活動を推進します。 

○ 地域とともにある学校づくりに向け、コミュニティ・スクール
※8

の取り組みを

充実させていきます。 

■小中連携教育活動の推進 

○ 「赤井川村小中連携教育方針」に基づき、義務教育９年間につながりを持たせた

教育活動を推進します。 

○ 小中連携のための教職員の研修・研究活動を推進します。 

■安全・安心な学校づくりの推進 
○ 家庭・地域及び関係機関と連携した学校内外の安全対策を推進します。 

○ いじめや暴力のない学校づくりを積極的に推進します。 

■教育活動への支援 
○ 教科学習や課外活動を充実させる施策を推進します。 

○ 児童生徒の健康な身体づくりにつながる施策を推進します。 

○ ＩＣＴ環境の整備を推進します。 

                         
※3 学校内において、障がいのある児童生徒一人ひとりに応じた適切な指導を行うための計画。 
※4 障がいのある児童生徒一人ひとりのニーズを把握し、教育の視点から適切に対応していくとい

う考えのもと、福祉・医療・労働等の関係機関と連携を図りつつ、長期的な視点で乳幼児期か

ら学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うために作成し、生涯にわたる一貫

した支援を行うためのもの。 
※5 課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習。アクティブ・ラーニング。 
※6 global。世界的な規模であるさま。 
※7 Information and Communication Technology の略。情報通信技術。 
※8 学校運営協議会制度。学校と地域・保護者が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能と

なる「地域とともにある学校」を目指すための仕組み。 
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○ 発達段階に応じた学習サポート体制を充実させる施策を推進します。 

○ 読書環境の整備や充実を図る施策を推進します。 

○ 高校生の通学支援施策の充実に努めます。 

■学校施設・設備の整備と適正配置等の検討 
○ 良好な教育環境を確保するため、学校施設・設備の適正な維持管理に努めます。 

○ 緊急性と妥当性を適正に判断し、学校施設・設備の計画的な更新及び改修に努め

ます。 

○ 児童数の減少を勘案し、また教育環境の充実を図るため、小中一貫教育・適正配

置について検討していきます。 

■地域連携による青少年の健全育成活動の推進 

○ 地域や関係機関が情報の共有を図り、見守り対策や啓発活動を推進します。 

○ 家庭の教育力の向上のため、情報や研修の機会を提供します。 

○ 野外活動や体験学習を推進します。 

■伝統芸能の伝承と保存活動の充実 

○ 「カルデラ太鼓」を伝承する保存会活動の支援に努めます。 

○ 「赤井川音頭」の普及に努めます。 

■世界の中で活躍できる人材の育成 

○ 異文化理解やコミュニケーション能力を高める施策を推進します。 

○ 北海道教育大学札幌校の留学生との交流や中学生の海外派遣事業など相互交流

の促進により、国際性豊かな人材の育成に努めます。 

○ ＡＬＴを活用し、幼児期から外国語や外国人に慣れ親しむ活動を推進します。 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

１人１台のタブレット
端末の整備割合 

【達成率 100.0 %】 

％ 
 

13.8 

（令和元年度） 

 
100 

（令和6年度） 

 
100.0 

（令和７年度） 

小中一貫教育を目指し
た連携教育の実施割合 
【達成率   50.0%】 

％ 
 

25.0 
（令和元年度） 

 
75 

（令和 3～6

年度） 

 
100.0 

（令和７年度） 
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【主な施策の推進状況】 

 〇ICT 教育の推進 

  令和３年度から ICT 教育並びにコロナ禍による教育環境機会確保のため、タブ

レット端末の 100％導入が図られている。 

〇小中一貫教育を目指した連携教育の実施状況 

  令和３年度からコミュニティ・スクールの本格運用を始めた。学校と地域住民

保護者が信頼関係を深め、一体となってより良い学校運営や、児童・生徒の健全

育成を図ることを目指し活動している。 

  令和８年に実施する小学校統合を見据えた小中一貫教育の準備を進めている。 
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２．住みたいと思える環境を整え、人を呼び込

むとともに、関係人口を増やす 
 

 

【基本的方向】 

村民が住み続けたい、村外の人が本村に移り住みたいと思える環境の

整備とＩターン・Ｕターン者の増加を目指し、健康で長生きできる保健・

医療体制づくりや快適・安全・便利な生活環境づくり、定住・移住の促

進、関係人口の拡大に向けた施策を推進します。 

【数値目標】 

目標名 単位 基準値 実績値 目標値 

社会増減数 
（転入者数－転出者数） 
*外国人住民除く 
【達成率    △780.0%】 

人 
 

11 
（令和元年度） 

 
△78 

（令和 3～6 年

度） 

10 
（令和３年度～

令和７年度） 

【主な取り組み】 

２－１．保健・医療体制の充実 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■保健事業推進体制の充実 

○ 保健事業の拠点である健康支援センターについて、適正な維持管理に努めると

ともに、ふれあい支え合う地域づくりの推進や交流の場、情報交換の場としての充

実を図ります。 

○ 保健推進員の育成等により、地域ぐるみの健康づくり体制の強化を図ります。 

○ 各年代層における歯科対策の体制強化を図ります。 

■健康管理意識の高揚 

○ 広報・啓発活動の推進や教室・講座・イベントの開催等により、健康に対する正

しい知識の普及や「自分の健康は自分で守る」という意識の高揚を図ります。 

■健康づくりを目的とした事業の推進 

○ 「第２期赤井川村健康づくり計画」に基づき、肥満・運動、こころ・アルコール、

たばこ、歯、食生活等に関する情報提供等を行い、生活習慣病予防に努めます。 
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■各種健診・保健指導等の充実 

○ がん検診の方法や検査項目の充実について検討します。 

○ 特定健康診査やがん検診の受診勧奨を行うとともに、健（検）診結果の把握と個

別フォローに努めます。 

○ 特定保健指導をはじめ、健康教育や健康相談等の保健指導の充実に努めます。 

■母子保健の充実 

○ 安心して出産・子育てができるよう、母子保健事業を推進します。 

○ 親の育児不安を解消するため、妊娠期からの継続した相談・指導の実施や、児童

虐待の発生予防の観点を含めた子育て支援体制の充実を図ります。 

○ 保育所や学校と連携し、継続した子育て支援や子どもの成長を見守る体制の強

化等を図ります。 

■感染症予防対策の推進 

○ 新型コロナウイルス感染症をはじめ、肝炎やエイズ、新型インフルエンザなどの

感染症等に対する正しい知識の一層の普及・啓発に努めます。 

○ 予防接種に関する正しい知識の普及・啓発、接種機会の充実等により、接種率の

向上に努めます。 

■村立診療所のあり方の検討 

○ 村立診療所について、村民の医療ニーズを踏まえ、今後の医療提供体制のあり方

について検討していきます。 

■地域医療体制の充実 

○ 村内関係各機関及び村外医療機関との連携を強化するとともに、救急体制を強

化し、地域医療体制の充実を図ります。 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

特定健康診査受診率 

【達成率  87.8%】 
％ 

43.4 
（令和元年度） 

 43.9  
（令和 6 年度） 

50.0 
（令和７年度） 

特定保健指導実施率 

【達成率 109.0%】 
％ 

38.5 
（令和元年度） 

 54.5 
（令和 6 年度） 

50.0 
（令和７年度） 

高齢者のインフルエン
ザ予防接種率 

【達成率   94.5%】 

％ 
60.9 

（令和元年度） 
 61.4 

（令和 6 年度） 
65.0 

（令和７年度） 
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【主な施策の推進状況】 

 〇健診結果に基づく赤井川村の地域特性の把握 

   住民健診結果により地域特性の把握が実施できたことから、健診結果説明会

のあり方を再構築する。 

 〇特定保健指導について 

令和６年度は、健診結果説明会の対象を拡大し、特定保健指導の初回面談を

全例実施したため実施率が改善している。 

 〇がん検診の方法や検査項目の充実 

   令和３年度より健診委託先を変更し、５がん（胃・肺・大腸・乳・子宮）検診

を春と秋の年２回に増やすことで対象者の受診機会の拡充を図った。 

 〇母子保健・子育て支援事業の推進 

   妊産婦の不安が解消され地域で安心して出産・子育てができるよう未就園の

こども、保護者が集える場づくりの強化を図る。 
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【主な取り組み】 

２－２．高齢者の生きがい・健康づくりの支援 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■生きがい施策の推進 

○ すべての高齢者がスポーツや趣味を楽しめるよう、スポーツ・レクリエーション

活動、学習・文化活動を促進します。 

○ 高齢者が生きがいと役割を持って社会参加することができるよう、老人クラブ

活動や世代間交流活動等の支援を行います。 

■高齢者の健康の維持・増進 

○ 悠楽学園大学等を通じて、食生活の改善を含めた健康づくりを促進します。 

○ 健康増進のため、スポーツ・レクリエーション活動を促進します。 

○ 悠楽学園大学の内容を充実させ、高齢者の知識の拡充を目指します。 

■高齢者の暮らしの支援 

○ 介護保険対象外の生活上の支援が必要な高齢者を対象に、在宅生活の支援や養

護老人ホームの入所支援をはじめとする各種福祉サービスの提供を図ります。 

○ 高齢者向け住宅の整備について検討します。 

○ 冬期間における高齢者を対象とした除雪支援事業を継続して実施します。 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

要支援・要介護認定高齢
者の割合 
【達成率   116.2%】 

％ 
21.0 

（令和元年度） 

 24.4 
（令和 6 年度） 

21.0 
(令和７年度） 

悠楽学園大学の参加者
数（延べ） 
【達成率     73.3%】 

人 
274 

（令和元年度） 
242 

（令和 6 年度） 
330 

（令和７年度） 
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【主な施策の推進状況】 

 〇生きがい施策の推進 

   高齢者の生涯学習の場である悠楽学園大学への参加者が減少傾向にあり、魅

力ある講座づくりを進めるよう検討を行っている。 

   老人クラブ活動について、悠楽学園大学へ参加し各種講座を受講し、また、他

の参加者との交流が図られている。 

   保健推進委員協議会により夏季に開催される「地域サロンたんぽぽ」や地域包

括支援センター及び社会福祉協議会にて開催される認知症カフェなど交流の場

が設けられている。 

 〇高齢者の健康の維持・増進 

   悠楽学園大学において、防犯、防災及び健康づくり教室等多彩な講座を開催し

ている。 

   運動・体操教室については、村・社協等複数の主催者により実施されるように

なっており、参加機会の増加が図られている。 

 〇高齢者の暮らしの支援 

   地域おこし協力隊制度を活用し、高齢者の移動支援として社会福祉協議会に

よるお出かけアシストサービスが令和５年８月から新たにスタートしたことに

より、高齢者の暮らしの向上に大きく寄与している。 

   また、高齢者の冬期の暮らしを支える除雪支援事業についても、令和 7 年度

に向けた助成制度の要件緩和等について検討を開始した。 
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【主な取り組み】 

２－３．スポーツ活動の促進 
 
  

【主要施策（後期基本計画より）】 

■スポーツ・レクリエーションを楽しみ魅力を体験する機会の充実 

○ 年齢や発達段階に応じたスポーツやレクリエーションの振興に努めます。 

○ 各種スポーツ団体やサークル活動の支援に努めます。 

○ 体力向上や健康づくりにつながる取り組みを推進します。 

○ ジュニアスポーツ活動を推進します。 

○ 村民の要望に基づいた講習会や大会の開催などの取り組みを推進します。 

■指導体制の充実強化 

○ 各種講習会や大会の開催などを通じ、スポーツ・レクリエーションの指導者の育

成に努めます。 

○ ジュニア世代からのスポーツ振興により、指導的人材の育成に努めます。 

■スポーツ施設の整備 

○ 体育館の大規模改修をはじめ、スポーツ施設の適正管理と計画的な改修に努め

ます。 

○ 各世代の利用を促進できるよう、設備や備品などの整備に努めます。 

 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

村営スポーツ施設の利
用者数（延べ） 
【達成率     98.6%】 

人 
9,400 

（令和元年度） 

9,857 
（令和 6 年度） 

10,000 
（令和７年度） 

体育館大規模改修箇所
数（平成 27 年度からの
累計） 
【達成率     40.0%】 

箇所 
２ 

（令和元年度） 

２ 
（令和 3～6 年

度） 

５ 
（令和７年度） 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇スポーツ施設の整備状況 

   令和 3 年度に避難所でもある体育館のトイレ、更衣室等の改修を実施すると

ともに、トレーニング器具の更新を行った。また、令和 5 年度には隣接するカ

ルデラ温泉の排湯熱を活用した補助暖房設備を導入し、電気料金の節減を図っ

ている。 
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【主な取り組み】 

２－４．環境保全・環境衛生の充実 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■環境保全対策の推進 

○ 環境保全に関する広報・啓発活動や環境教育を推進し、村民の環境保全意識の高

揚を図りながら、地域における環境美化活動をはじめ、自主的な環境保全活動を促

進します。 

○ 村が率先して地球温暖化対策を推進し、村全体へ波及させるため、昼休みの消灯

や空調設備の適切な温度管理をはじめ、役場の仕事で発生する温室効果ガスの排

出削減に向けた取り組みを進めます。 

○ 公害等の環境汚染を防止し、美しく住みよい環境を維持するため、農家や事業所

等への指導・啓発等を行います。 

○ 生活環境及び景観の保全に向け、空き家等の適正管理に関する取り組みを進めます。 

■再生可能エネルギーの導入に向けた取り組みの推進 

○ 「赤井川村再生可能エネルギー発電施設の設置等に関するガイドライン」及び

「赤井川村エネルギービジョン」に基づき、環境保全と開発との調和を図りなが

ら、地熱や小水力をはじめとする再生可能エネルギーの導入・事業化に向けた各種

調査等を事業者と連携して進め、地域経済に寄与するエネルギー構造の高度化・転

換に向けた取り組みを推進していきます。 

■ごみ処理体制の充実 

○ 広報・啓発活動の推進等により、村民のごみの分別意識の高揚と適正排出の徹底

に努めます。 

○ 広域的連携のもと、施設の適正な管理・運営を行い、北しりべし廃棄物処理広域

連合によるごみ処理・リサイクル体制の維持・充実に努めます。 

○ 村の一般廃棄物最終処分場について、適正な維持管理を行い、延命化を図ります。 

■３Ｒ運動の促進 

○ 循環型社会の形成に向け、広報・啓発活動等を推進し、村民や事業者の自主的

な３Ｒ運動
※9

を促進します。 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

エネルギー構造高度化・

転換導入公共施設数 
【達成率   100.0%】 

施設 
０ 

（令和元年度） 

 ２ 

（令和 4～6 年

度） 

２ 

（令和７年度） 

村民１人１日当たりの
ごみ排出削減量 
＊令和元年度の排出量 

619g/人日 

【達成率    810.0%】 

ｇ 
０ 

（令和元年度） 
162 

（令和 6 年度） 
20 

（令和７年度） 

                         
※9 リデュース（発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再生使用）運動。 
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【主な施策の推進状況】 

 〇再生可能エネルギーの推進 

   令和 2 年度に策定した赤井川村エネルギービジョンに基づき、令和４年度に

は、小水力発電事業化詳細調査（第 3 期）、カルデラ温泉熱利活用導入調査及び

地球温暖化対策実行計画を兼ねるゼロカーボンビレッジ AKAIGAWA 推進戦略を策

定した。カルデラ温泉において、温泉熱を利用するために新たな源泉の掘削を実

施し、熱利用に有望な湯温・湯量を確認できたことから、令和 5 年度よりカルデ

ラ温泉施設及び村体育館においてエネルギー転換設備導入が進められている。 

 〇3Ｒ運動の促進 

   農業分野（農業機械等）におけるリユース事業を展開し、令和 3 年度から通算

して 6 件の再利用に繋がった。 

 〇村民 1 人 1 日当たりのごみ排出削減量 

   令和 6 年度においては、令和元年度排出量 619g/人日に対し、457g/人日であ

った。 
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【主な取り組み】 

２－５．消防・防災体制の充実 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■常備消防・救急体制の充実 

○ 広域的連携のもと、職員の資質の向上や施設・装備の整備充実を進め、常備消

防・救急体制の充実を図ります。特に、救急体制の充実に向け、救急車の更新を行

うとともに、救急救命士の運用を開始します。 

○ 大規模災害に対応できる体制づくりに向け、近隣消防との連携強化を図ります。 

■消防団の活性化 

○ 広報・啓発活動等を通じて消防団活動に対する村民の理解と協力を求めながら、

団員の確保対策の強化や研修・訓練の充実による資質の向上など、消防団活性化対

策を推進します。 

■消防施設の整備充実 

○ 老朽化や能力不足等の状況に応じ、防火水槽や消防自動車をはじめとする各種

消防施設の整備充実を計画的に推進します。 

■総合的な防災体制の確立 

○ 「赤井川村地域防災計画」等の指針を適宜見直しながら、総合的な防災体制の強

化を進めます。特に、非常時における重要な情報通信手段である防災行政無線の適

切な維持管理を図るとともに、災害時要援護者の避難支援体制の充実、備蓄施設等

防災施設の整備充実及び備蓄資機材の充実、避難路・避難場所の充実及び周知徹底

を図ります。 

また、令和元年度に策定した「赤井川村国土強靱化地域計画」による減災に向

けた地域づくりを進めていきます。 

■防火・防災意識の高揚 

○ 広報・啓発活動の推進、防火・防災訓練の実施を図り、村民の防火・防災意識の

高揚と地域ぐるみの防火・防災体制の確立に努めます。 

■河川の整備 

○ 水害を未然に防止するため、村管理河川の整備（土砂上げ）を引き続き推進する

とともに、道管理河川の適正管理を道に要請していきます。 

■山岳遭難事故への対応 

○ 山岳遭難事故の発生防止に向け、安全な登山に関する広報・啓発活動を推進する

ほか、警察や自衛隊等の関係機関との連携体制を強化し、発生後の適切な対処を図

ります。 
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【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

高規格救急車の台数 

【達成率   100.0%】 

台 
 0 

（令和元年度） 

 1 
（令和 6 年度） 

１ 
（令和７年度） 

救命救急（特定行為）の
実施率 
【達成率    100.0%】 

％ 
   0 
（令和元年度） 

 100.0 
（令和 6 年度） 

100.0 
（令和７年度） 

防災備蓄食料カバー率 
【達成率     65.2%】 

％ 
75.9 

（令和元年度） 
 65.2 

（令和 6 年度） 
110.0 

（令和７年度） 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇高規格救急車の導入等 

   企業版ふるさと納税により高規格救急車１台の寄贈を受け、令和４年度より救

命救急の運用を行っており、救急搬送における特定行為対象者への対応が実施さ

れている。 

 〇防災備蓄食料カバー率 

   災害発生時に備え食糧備蓄品について、備蓄計画を元に計画的に確保するとと

もに、防災教育等において活用を行う。なお、北後志５町村による災害時連携協

定を締結。令和５年度より食糧備蓄品の共同備蓄を実施し、防災備蓄食料のカバ

ー率向上を図っている。 
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【主な取り組み】 

２－６．住宅の整備と定住・移住の促進、関係人口の拡大 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■公営住宅の整備 

○ 今後の社会環境の変化や公営住宅の入居状況を十分に勘案しながら、公営住宅

の建て替え及び改修を計画的に推進します。 

○ 既設の公営住宅については、必要に応じて修繕等を行い、長寿命化を図ります。 

○ 単身者や夫婦世帯も入居できる、多様な世代のニーズに対応した公営住宅の整

備について検討・推進します。 

■定住・移住の促進に向けた取り組みの推進 

○ 就農、田舎暮らしなど目的にかかわらず、移住希望者からの相談に効果的に対応

できるよう、移住相談体制の充実を図るとともに、関係機関・団体と連携し、移住

をスムーズに実現できる機能・仕組みの確立を図ります。 

○ 新築住宅の建設に対して支援を行う移住・定住支援事業を推進します。 

○ 村内の空き家状況を把握するとともに、広域的な空き家バンクの周知を図りま

す。 

○ 移住希望者の掘り起しや関係人口の拡大に向け、ホームページやＳＮＳ
※10

、パ

ンフレット、マスコミ、都市圏での移住イベント・相談会など、様々な媒体や機会

を活用し、カルデラの美しい自然や余市町・小樽市・札幌市への通勤圏内であるこ

と、充実した保健・福祉環境をはじめ、本村の特性を生かしたプロモーション活動
※11

を積極的に展開します。 

■ふるさと納税の有効活用 

○ ふるさと納税や企業版ふるさと納税について、寄附者の増加に向けた取り組み

を進め、村づくりの財源として有効活用していくとともに、本村を応援してくれる

関係人口の拡大につなげていきます。 

 

                         
※10 ソーシャルネットワーキングサービス。共通の趣味を持つ人たちとの交流を目的としたサービ

スの総称。 
※11 販売促進活動。この場合、村の魅力を広く発信し、村を売り込む活動のこと。 
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【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

定住・移住に関するプロ
モーション活動の回数 
【達成率   0.0 %】 

回 
０ 

（令和元年度） 
０ 

（令和 6 年度） 

２ 
（令和７年度） 

移住定住支援事業によ
る住宅建設戸数（平成
27 年度からの累計） 
【達成率   126.7 %】 

戸 
38 

（令和元年度） 

57 
（令和 3～6 年

度） 

45 
（令和７年度） 

ふるさと納税交流会参

加者数 

【達成率    0.0  %】 

人 
120 

（令和元年度） 

 

０ 
（令和 6 年度） 

180 
（令和７年度） 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇移住・定住促進事業の状況 

   定住・移住に関するプロモーション活動としては、赤井川村移住・定住支援事

業を軸に取り組んでいるが、定住移住のハードルを超えるには雇用の場も必要で

ある。地方創生推進事業において、強い産業づくりを担う人材を持続的に生み出

し、その人材が安心してより創造的かつ新しい価値観で村の地域資源を活用した

ビジネスにチャレンジできる環境を整え、強い産業づくりと雇用の創出を実現す

ることで移住定住者を増やすことの目的をもって、都市圏の人材をターゲット

に、人材の発掘・獲得を目指し札幌と東京にて２回実施、また、地域内外でのビ

ジネスやネットワーク交流づくりとして札幌にて１回実施した。地域課題の解消

に向けた新たな視点を持った産業づくりを担う人材の受け皿となり、村内外の多

様な価値観などが交わり合うことで村での仕事をつくる。その仕事を担う人材を

起点としてさらなる共感から新たな人材を呼び込む循環により、人口減少に歯止

めをかけるとともに、村の活力維持に寄与するねらいがある。 

  （令和６年度実績なし） 

 〇ふるさと納税交流会の状況 

   ふるさと納税の制度改正により、寄附者を対象とした交流会開催が難しい状況

となり、寄附者との交流の在り方を検討する必要がある。また、シティプロモー

ションを含めた取り組みを推進する必要がある。 

  （令和６年度実績なし） 
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【主な取り組み】 

２－７．公共交通の充実と情報化・技術革新の利活用 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■新たな公共交通システムの構築 

○ 村民の日常生活に欠かせない移動手段の維持・充実に向け、令和２年度より計画

策定を進めている「赤井川村地域公共交通計画」に基づき、地域資源を活用した新

たな公共交通システムの構築を図ります。 

■北海道新幹線整備への対応 

○ 北海道新幹線と共存していくことを念頭に、円滑な工事の実施、周辺環境に配慮

した各種設備の整備及び新函館北斗～札幌間の整備を関係機関に要請していきま

す。 

■行政内部のＩＣＴ環境の充実 

○ 行政内部のＩＣＴ環境の一層の充実に向け、既存の各種システムの維持管理・更

新、時代に即した新たなシステムの導入を計画的に推進します。 

■村全体の情報化の推進 

○ すべての村民が超高速インターネットを利用できるよう、事業者による光ファ

イバ未整備区域の整備を支援するとともに、既に整備された区域における利用促

進に努めます。 

○ 災害に備えるとともに、インバウンド等観光客のニーズに応えるため、公共の場

の Wi-Fi
※12

環境の整備を推進します。 

■安全・円滑に利用できる情報環境づくり 

○ 各種情報サービスを安全かつ円滑に提供するため、情報セキュリティ
※13

対策を

推進します。 

○ 情報化を支える職員の育成に向け、ＩＣＴに関する教育・研修を推進します。 

■技術革新の利活用の研究 

○ 新たな社会（Society 5.0
※14

）づくりに向け、本村の村づくりにおけるロボッ

トやＡＩ
※15

、ＩｏＴ
※16

などの先端技術の利活用の可能性について研究を進めま

す。 

 

 

                         
※12 無線通信を利用してインターネットに接続すること。 
※13 安全・保護。 
※14 仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立

する、人間中心の社会（Society）。 
※15 Artificial Intelligence の略。人工知能。 
※16 Internet of Things の略。様々な物体に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に

通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 
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【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

公共交通運行エリア拡
大率（路線延長増加率） 
【達成率    106.0%】 

％ 
100.0 

（令和元年度） 
 127.2 
（令和 6 年度） 

120.0 
（令和７年度） 

ＩｏＴ等先端技術導入
検討件数 
【達成率    400.0%】 

件 
０ 

（令和元年度） 

４ 
（令和 3～6 年

度） 

１ 
（令和３年度～

令和７年度） 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇地域公共交通への取組み 

   令和３年度北海道中央バス赤井川線の路線廃止に伴い、地域でデザインする

新しい地域公共交通体制の確保を進め、常盤～キロロ間、余市駅～コープさっ

ぽろ余市店前までの路線延伸（合計６㎞）を行い、市町村運営自家用有償運送

（交通空白地有償運送）により、令和４年４月から「むらバス」を運行した。

令和４年度は延べ 9,184 人の利用があり、令和５年度は延べ 19,848 人の利用

があった。(前年比 2.2 倍) 

 〇IoT 等先端技術導入の取り組み 

国の補助事業を活用し、村内全域における光ファイバ整備に取り組み、令和

３年度末において環境整備が終了した。令和４年度においては、農業省力化を

目的に、「自動かん水システム」及び「ビニールハウス自動巻取りシステム」の

導入、地域交通分野ではバス利用者の利便性向上を目的に検索情報サイトとの

連携、バス位置情報サービス、山村活性化支援センターへのインターネットを

使用した自動開錠設備等の設置を推進した。 
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３．農業と観光・リゾートを柱とした力強い産

業と雇用の場をつくる 
 
 

【基本的方向】 

村全体の活力の維持と雇用の場の確保、観光・リゾートから定住・移住

への展開を目指し、基幹産業である農業と観光・リゾートを柱とした産

業振興に向けた施策を推進します。 

 

【数値目標】 

目標名 単位 基準値 実績値 目標値 

新規就農者数 

【達成率     50.0%】 
人 

４ 
（平成 27 年度

～令和元年度） 

５ 
（令和 3～6 年

度） 

10 
（令和３年度～

令和７年度） 

観光客数 

【達成率     84.5%】 

千

人 

1,058 
（令和元年度） 

978 
（令和 6 年度） 

1,158 
（令和７年度） 

 

【主な取り組み】 

３－１．農林業の維持と新たな展開 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■農業生産基盤の充実 

○ 生産性の高い農地基盤を維持・確保するため、基幹水利施設である落合ダムの適

正な維持管理、ほ場整備や設備の更新などの各種の基盤整備を進めます。 

○ 農地や水環境等の保全活動への支援を行うほか、遊休農地の防止と解消、農地の

流動化と集積の促進に向けた取り組みを進めます。 

■産地づくり対策の推進 

○ 本村の農産物のＰＲ活動の強化に努めるとともに、栽培技術の確立・継承を促進

します。 

○ 消費者ニーズに対応した新規作物の導入及び産地化に向けた取り組みを推進し

ます。 

○ 消費者との交流を推進します。 

■食の安全･安心と環境に配慮した農業の展開 

○ 土づくりを基本とした環境に配慮した生産体制の確立を支援します。 

○ 農薬の安全使用や栽培履歴の記録の徹底、有機栽培・特別栽培、農業用廃プラス

チックや家畜排泄物の適正処理、畜産疾病対策などを促進します。 
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■農業経営の安定化の促進 

○ 農業経営の安定化に向け、各種支援制度の継続や農業振興センターの運営支援

を行います。 

○ 認定農業者の育成や農業者の組織化・法人化の促進、受委託組織の育成による農

作業受委託システムの確立を進めるとともに、６次産業化に向けた取り組みを推

進します。 

○ 農作業の効率化・省力化に向け、先端技術やＩＣＴを活用したスマート農業
※17

 

を促進します。 

■販売戦略の展開 

○ 地理的特性を生かした作物の選定や他産業等との連携、農産物の保管・加工・流

通体制の構築を促進します。 

○ 「道の駅あかいがわ」の一層の活用や地域における直売の取り組み、観光・リゾ

ート施設や飲食店等との連携を促し、地産地消を促進するほか、後志地域や札幌市

における販売を促進します。 

■生産者組織の活性化 

○ 生産者組織について、栽培技術の統一や品質の向上、法人化の促進に努めるとと

もに、６次産業化や消費者との交流に向けた取り組みを推進します。 

■後継者・新規就農者対策の推進 

○ 後継者や新規就農者の育成・確保に向け、各種支援制度の充実を図るとともに、

住宅の確保や優良農地の維持・確保に向けた取り組みを推進します。 

○ 村の農業を体験できる場を創出します。 

○ 農地情報の的確な把握と情報提供を図ります。 

■鳥獣害対策の強化 

○ ヒグマやエゾシカ、アライグマ（特定外来生物）、タヌキ、カラスなどによる農

産物被害を防止するため、鳥獣害対策の強化を図ります。 

■適正な森林管理・整備の促進 

○ 木材生産の維持と森林の持つ多面的な機能の保全に向け、森林経営管理制度や

森林環境譲与税等を活用しながら、「赤井川村森林整備計画」に基づく適正な森林

管理・整備を促進します。 

■地域材の利用促進 

○ 「赤井川村地域材利用推進方針」に基づき、地域材を利用した林産加工品の開発

や住宅の新築・改築を支援するほか、公共建築物の木造・木質化を図ります。 

 

 

 

 

                         
※17 ロボット技術やＩＣＴを活用し、省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進している新

たな農業のこと。 



29 

【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

新規就農相談件数 
【達成率    240.0%】 

件 
１ 

（令和元年度） 

60 
（令和 3～6年度） 

25 
（令和３年度～

令和７年度） 

耕作放棄地対策面積 

【達成率   54.2%】 
㏊ 

０ 
（平成 27 年度～ 

令和元年度） 

5.42 
（令和 3～6年度） 

10 
（令和３年度～

令和７年度） 

特産品開発件数 

【達成率   1,600.0%】 
件 

０ 

（令和元年度） 

16 

（令和 3～6年度） 

１ 
（令和３年度～

令和７年度） 

「道の駅あかいがわ」農
産物直売所新規就農者
参画戸数 
【達成率    113.3%】 

戸 
10 

（令和元年度） 
17 

（令和 6 年度） 
15 

（令和７年度） 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇新規就農者対策の推進 

   毎年度、東京都で開催される「新農業人フェア」の参加のほか、令和２年度よ

り、現地受入見学会を年間３回開催して新規就農希望者を確保しており、高齢化

の進展に伴う農地の出し手の把握も行っている。 

 〇特産品開発 

   特産品開発支援助成金制度により、特産品開発開発件数の増加に繋がってい

る。さらに、本助成金によって開発された特産品は道の駅あかいがわなどの村内

観光拠点施設での販売やふるさと納税の返礼品となり、新たな村の魅力の醸成

とともに、外貨獲得の循環を生み出した。 

 〇鳥獣被害対策の強化 

   被害防止対策のほか、エゾシカや小動物の捕獲補助金の増額措置を行い捕獲

頭数の増加に繋がった。捕獲頭数の増加に伴い駆除後の有害鳥獣処理施設の建

設を検討している。 

〇道の駅あかいがわ農産物直売所 

  高齢化により農家戸数の減少が進むなか、出店基準を緩和して新規会員の確

保をしている。 
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【主な取り組み】 

３－２．観光・リゾート機能の強化 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■観光振興活動への支援 

○ 観光・リゾート振興の中心的な役割を担う目的で令和２年度に発足した赤井川

村国際リゾート推進協会（赤井川ＤＭＯ）との連携強化を図り、観光振興に向けた

各種活動の活発化を促進するほか、観光協会の活動や観光業者間の連携強化（広域

的連携を含む）を支援していきます。 

■「キロロリゾート」の機能強化等の支援 

○ 本村の観光・リゾートの核であり、村の産業・経済に大きな影響を及ぼす「キロ

ロリゾート」について、地域一丸となって世界に誇れるスノーリゾートの形成を進

めるため、国の各種支援と連動させながら、機能強化等に向けた取り組みを支援し

ていきます。 

■観光資源の充実・活用 

○ 「道の駅あかいがわ」について、観光・交流及び地産地消の拠点、地域情報の発

信拠点として、さらなる機能強化を段階的に進め、有効活用を図ります。 

○ 「保養センター（通称：赤井川カルデラ温泉）」や「落合ダム親水広場」につい

ても、利用者のニーズに応じた適正な管理・運営を行い、有効活用を図ります。 

○ 「カルデラの味覚まつり」や「もみじ祭り」などの祭り・イベントの内容充実を

進め、来場者の増加に努めます。 

○ 「日本で最も美しい村」の観光資源として「さくら・もみじ」の活用を推進する

とともに、既存観光資源については、価値を高めるための検討を図ります 

■新たな農村体感型観光の展開 

○ 特色ある農業の村としての特性・資源を生かした新たな取り組みとして、農村体

感型観光の展開を促進するとともに、過疎農村の特色を全面に押し出したＰＲ活

動の推進やチラシの作成、雲海等の景勝地の掘り起しなどを進めます。 

■インバウンドの受け入れ体制の充実 

○ 令和２年度に発足した赤井川村国際リゾート推進協会（赤井川ＤＭＯ）との連携

のもと、インバウンドの増加を目指し、他地域との連携、翻訳やキャッシュレス決

済の仕組みづくり、外国語表記案内など、外国人観光客の利便性向上に向けた取り

組みについて検討・推進します。 

■広域観光の推進 

○ 後志管内や「日本で最も美しい村」連合に加盟する町村等との広域的連携のも

と、北海道新幹線の整備、北海道横断自動車道（黒松内～小樽間）の整備等のイン

パクトを地域活性化につなげられるよう、地域一体となった観光振興を推進しま

す。 
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【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

「道の駅あかいがわ」来場

者数 

【達成率     83.8%】 
人 

665,000 
（令和元年度） 

569,735 
（令和 6 年度） 

680,000 
（令和７年度） 

外国人観光客受入人数 
【達成率     － %】 

人 
74,700 

（令和元年度） 
－ 

（令和 6 年度） 
80,000 

（令和７年度） 

赤井川ＤＭＯが開発し
た観光メニュー数 

【達成率    600.0%】 

件 
－ 

（令和元年度） 

６ 
（令和 4～6 年

度） 

１ 
（令和３年度～令

和７年度） 

 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇観光資源の充実・活用 

   新型コロナウイルス感染症の終息後を見据えて新たな特産品（パンプキンス

ープ、パンプキンカレー）の開発、製造を行った。また、公共観光施設の魅力度

向上調査を実施した。 

 〇観光振興活動の取り組み 

   令和２年度の赤井川村国際リゾート推進協会（赤井川ＤМО）の発足以降、国

費補助事業を活用したスノーリゾート、広域連携事業、農泊推進対策など関係

者・関係機関と各種取り組みが推進されており、村は引き続き、協力・連携して

観光振興を図っていく。 

   また、赤井川ＤМОにおいては、地域特産品の販売・ＰＲ及び広域観光推進の

観点からウイングベイ小樽を会場に赤井川ふるさと祭りを実施した。 

   長年続いたカルデラ味覚まつりが諸般の事情により終了することとなった

が、ＤＭＯ、商工会が中心となり、これまでの問題解消を図りつつ新たなイベン

トとして「まるっとカルデラ農村フェス」立ち上げの取組を進めた。 

 ※外国人観光客受入人数データについては、令和６年度集計データなし 

  (令和６年度後志総合振興局管内訪日外国人宿泊者数調査結果による) 
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【主な取り組み】 

３－３．起業・新産業開発等の支援と雇用対策の推進 
 
 

【主要施策（後期基本計画より）】 

■商工会への支援 

○ 商工業振興の中心的な役割を担う商工会の運営を支援し、各種活動の活発化を

促進します。 

■商工業経営の安定化の促進 

○ 国・道の融資・支援制度や新型コロナウイルス感染症に関する支援制度の周知と

有効活用を促すとともに、商工会と連携した助言・指導等を行い、商工業経営の安

定化を促進します。 

■新規参入・起業の促進 

○ 商工会等と連携し、本村へ新規に参入する経営者や起業する経営者に対する支

援体制を整備し、新規参入や起業を促進します。 

■企業立地に向けた取り組みの検討 

○ 村経済の活性化と雇用の場の確保を目指し、企業の立地に向けた取り組みにつ

いて検討していきます。 

■地熱発電所の事業化に向けた取り組みの推進 

○ 地熱発電所の事業化を目指し、調査地点への道路・橋梁の整備や関係機関との調

整など、事業者と一体となった取り組みを推進します。また、地域住民に対する機

運の醸成を図ります。 

■就職に関する情報提供・相談等の推進 

○ 道やハローワーク
※18

等の関係機関との連携や広域的連携のもと、就職に関する

情報の提供や相談等を行います。 

■人材育成の支援 

○ 広域的連携等により、地域内での就業者を対象に、雇用先で必要となる資格の取

得や能力開発のための講習の受講等に関する支援を行います。 

■労働環境改善の支援 

○ 労働者の安定した雇用環境づくりに向け、季節労働者が通年雇用される仕組み

づくりや、若年者または非正規社員の正規雇用や育児休業など女性への就業支援

の整備を促進する取り組みを行います 

 

 

                         
※18 公共職業安定所。 
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【ＫＰＩ】 

指標名 単位 基準値 実績値 目標値 

商工会会員事業所数 
【達成率    102.0%】 

事業所 
40 

（令和元年度） 

46 
（令和 6 年度） 

45 
（令和７年度） 

ふるさと納税協力事業
者数 
【達成率    175.0%】 

事業者 
10 

（令和元年度） 
21 

（令和 6 年度） 
12 

（令和７年度） 

生産性特別措置法によ
る先端設備導入事業所

数（平成 27 年度からの
累計） 
【達成率    100.0%】 

事業所 
２ 

（令和元年度） 

３ 

（令和 6 年度） 

３ 

（令和７年度） 

 

 

 

【主な施策の推進状況】 

 〇商工会会員の増加 

   国の支援制度活用もあり、個人事業主の商工会入会が微増傾向となっている。 

 〇ふるさと納税の取組 

   総務省による制度改正に沿った取り組みの中で、令和６年度において寄附者

数及び寄附金額が減少し、返礼品の送料など従前からの課題やふるさと納税募

集経費の域内循環の創出など課題解消に向け着実に取り組む必要がある。村を

応援したいと想う寄附者とのつながりと村内事業者の販路の選択肢のひとつと

してふるさと納税は、地域特産品を全国に PR するとともに地域経済への貢献も

大きいことから、総務省の指定基準を遵守し積極的に推進していく。 

 〇先端設備導入事業所数 

   生産性特別措置法による先端設備導入計画に基づき、食料品製造業１社、飲食

料品卸売業１社、林業１社の認定を行い、労働生産性向上への取り組みが展開さ

れている。 


